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上伊那地方における林野利用の史的研究

その3伊 那地方の榑木生産と手良郷

川 村 誠

一

Historical Studies on Forest Utilization in Kamiina District (3) 

—Tera villages and lumber chops production in  Ina region— 

                  Makoto KAWAMURA

要 旨

1幕 府による 「伊那山」支配には,3つ の特徴がある。第1に,森 林地帯のすべてを幕府領に

せず,そ れと藩領とを交錯させていたことである。第2に,石 代納と異なる特異な金納が幕末

まで残ったことである。これは,検 地によって決定された石高の中の領主得分を榑木に換算し,

さらに榑木を金高に換算することにより決定される年貢高を持つ村であり,「 榑木成村」 と呼

んでいる。第3に,木 曽山に比べ,森 林の過伐が江戸中期まで続 き,森 林の再生産を維持 して

いく方向での強力な林野統制が行なわれなかったように推察できることである。

2「 伊那山」経営の中心にあったのは千村支配地であり,榑 木の再生産構造は伐木造材を引受

ける山方の村と飯米を提供する里方の村とが,榑 木生産の中で相互依存的な関係に位置付けら

れていた。

3「 榑木成村」の特異性は,木 材生産が不可能になった後にも木材生産の体制がそのまま残さ

れ,年 貢の中に反映させ られたことにある。すなわち,「榑木成村」の史的な展開過程は慶長年

間,寛 文年間および享保年間に画期を設けることができるが,年 貢榑木の生産が中止され金納

化 していく享保期以後にこそ,「榑木成村」 としての特異性(石 代納と異なる年貢勘定の形成)

が明 らかとなる。

は じ め に

本稿では,手 良郷が幕藩体制下の村としてどのような支配を受けていたのかを見てみたい。手

良郷3ケ 村(野 口,中 坪および八手村)は,同 じ上伊那地方の小野村および上穂村とともに,幕

府の榑木山奉行千村平右衛門の支配下に里方5ケ 村 として,下 伊那地方における榑木生産と結び

つけられ,榑 木生産を担った山方6ケ 村とともに 「榑木成村」と呼ばれていた。今,伊 那地方に

おける榑木生産の全体に言及する余裕はないが,里 方5ケ 村の位置付けを明確にするために,所

三男氏や故平沢清人氏 らの諸研究に依拠 して 「伊那山」支配の構造を筆者なりに整理するところ

から始め,次 いで 「榑木成村」成立論に対し,貢 納形態の分析を通 して問題を提起する中で,手

良郷にとって 「榑木成村」であることがどのような意味を持っていたかを明らかにしようとする。



82

1.幕 藩体 制下 の 「伊 那 山」 支 配の特 徴

天竜川上流地域の伊那地方は,「伊那山」 と呼ばれ,木 曽および飛騨 とならび幕藩体制初期の

莫大な木材需要に応 じた地域である。「伊那山」 に特徴的な点を先学の諸研究の成果(わ)から抽出す

れば,次 の3点 をあげることができる。第1に,所 領構成を見 ると,木 材生産を軸に天領配置が

なされた点で,木 曽や飛騨 とも共通するが,天 領と私領が交錯 しており,用 材の豊かな森林地帯

の村がすべて天領に編入されたのではない。下伊那では,片 桐村,伊 久間村(飯 田藩)や 法全寺

村(旗 本領)の ように,ま た上伊那では,入 野郷(高 遠藩)に 見るように私領に入っているもの

があり,ま た,上 伊那の太田切山などは,天 領および私領の数ケ村入会山でありなが ら,天 領と

しては 「御林」に編入 されており,一 時期は私領の 「御立山」への編入が試みられたこともある。

天領では主要な用材生産の山を 「御榑木山」とし,「御林」として管理する方向をとっているが,

所領構成の交錯した状態のために支配の統制が比較的ゆるやかであった。さらに初期には,榑 木

生産のためなら,ど の 「御榑木山Jに 入 って もよいとされていたようであり,そ の後,御 林とし

ての管理は強化されたが,入 会的な関係が強 くむすびついた 「御林」であったと言える。

第2に,「 榑木成村」 の広範な存在である。 本年貢や小物成を榑木など木材のかたちで納入す

る木年貢は各地で行なわれている。 しか し,伊 那の 「榑木成」は,木 曽のように無高で本年貢を

出すのではなく,m的 な検地による石高と石盛が付けられているのではあるが,領 主取米の高

を榑木に換算 し,そ の額を榑木納(現 物納)あ るいは金納するという貢納形態である。享保年間

以後,事 実上,現 物納の村 も金納化 してい く中で,榑 木換算の貢納形態が残る。今,年 貢高の水

準がどのようにきまるかを見れば,一 般的な石

代納が①土地の収穫率(石 盛),② 課税率(免)

および③米価の3要 因できまるのに比べ,「榑木

成」は,① 石盛,② 免,③ 榑木換算率(榑 木一

挺につき米何合という割合),④ 榑木価の 決定

⑤米価の5要 因できまる。手良郷を含め千村平

右工門預りの天領村はすべてこの 「榑木成村」

である。とくに注目すべきは,手 良郷のように,

榑木の造材を担 っていない村が 「榑木成村」と

1鷲1灘繰1
た い 。 ま ず,免 定 を見 る と石 高 を 大 き く2つ に

分 け て い る。最 初 の3年 閲 の免 定 で あ る340石

2斗9升9合 は,延 宝5年(1677)の 検 地 に よ

る石 高 で あ り,後 の5ケ 年 免 定 の58石2斗8升

1合 は安永9年(1780)の 新 田検 地 に よ る出 石

で あ り,各 々別 途 の基 準 で勘 定 され て い る。 課

税 率(免)は 延 宝 の 高 と,安 永 の高 とで 異 な り

ま た 田 と畑 で異 な る 。免1ッ は1石 当 り1斗 の

取 米 す な わ ち10%で あ る ので,延 宝 の 高 で は,
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田が34,11%,畑 で16.22%,ま た 安永 の高 で は 田が22.81%,畑 で11.45° °,強 いて 平 均 値 を 出 す

とす れ ば,総 高398石5斗8升 の 内,取 米 が天 保3年 の 検 見 取 分 を 含 め て105石3斗4升7合 で あ

るか ら26.43%(2ッ6分4厘3毛)と な る。 この105石3斗4升3合 と小 物 成 の金3分 何 某 か が

天 保5年 度 の 年貢 と して 八 手 村 が請 負 わね ば な らな い 高 で あ る。 さて,実 際 に どの よ うに して こ

の 年 貢 が 支払 わ れ た の か が 問題 で あ る。 この 免 の勘 定 目録 を見 る と,最 終 的 に納 入 され た もの は,

米 が3石1斗8升4合,金 銭 が55両 永87文7分 で あ り,明 らか に 金 納 で あ る。 内訳 を見 る と,問

題 の 取 米105石3斗4升3合 は,中 榑 木17550挺(榑 木 の形 態 寸 法 につ い て は図1参 照)と 等 価

と され る。 す な わ ち,中 榑 木1挺 当 り米3合 の 割合 で あ る。 ま た 同 時 に,金1両 当 り中榑 木350

挺 とい う金銭 と榑 木 との交 換 比 率 が規 定 され て い る。 この 交 換 比率 に した が って,取 米 は,代 金

54両 永162文8分6厘 で も って金 納 され る。 最 終 的 に は石 代納 と同 じ く金1両 当 りの 石 数(米 値

段)を 算 出 す る こと もで き,(こ の 場合,1両 当 り2石1斗),一 般 の米 価 と の水 準 比 較 で 年貢 の

高 低 を 推 定 す る こ とが で きる 。

この よ うに,年 貢 の 割付 け は あ くまで 田畑 の検 地 に よ る石 高 で行 な われ る が,実 際 の支 払勘 定

は,榑 木 を も って行 な わ れ,支 払 は金 納 で 行 なわ れ る 。 こ こに石 代 納 と比 較 し得 る 「榑 木 成村 」

年貢 の 特 徴 が あ る。年 貢 の水 準 は,検 地 に よ る石 高 を 前提 に して しまえ ば,免 お よび,榑 木 の 米

お よび 金 銭 との交 換比 率 とで 決定 さ れ る ので あ る。

(天保5年)
午年免定之事

(天保4年)(天保6年)
巳右未迄三ケ年定免 信濃国伊那郡

一
、高三百四拾石弐斗九升九合 八 ッ手村

此訳

一
、高弐百三拾三石七斗壱升弐合 田方

免三 ッ四分壱 厘壱毛

此取七拾九石七斗壱升壱合

一 、高百六石五斗八升七合 畑方

外 二七斗 六升弐合 屋敷成 仮高

此取拾七石四斗五升五合

免壱 ッ六分弐厘弐毛

(天保3年)(天保7年)辰6申迄
五ヶ年定免

一、高五拾八石弐斗八升壱 合

此 訳

一、高拾弐石六斗七升壱合 田方

此取弐 石八斗九升

免弐 ツ弐 分八厘壱毛

一
、高四拾五石六斗壱 升 畑方

此取米五石弐斗弐升弐合

免壱 ッ壱 分四厘五毛

取米合八石壱斗壱升弐 合
(天保3年)

一
、 田畑九畝六歩 辰改見取

此 訳

田五畝廿一歩 但反二九升五合取

此取五升四合

畑三畝拾五歩 但反 二三升取

此取壱升壱合



一、金三分ト永百七拾三文八分

小物成

右者当午年御物成書面之通二相極メ候間名主惣百姓不残立合以後申分無之様惣高到割口来ルロロ月廿日前

急度可有皆済者也

天保午年十月 千村平右衛門代

市岡寛蔵 印

湯浅口治 印

八ッ手村

名主

組頭

惣百姓

巳5未迄三ケ年定免井辰申6迄五ケ年定免
午年御年貢御勘定目録

一、御取米百五石三斗四升三合 八手村

此中御榑木壱万七千五百五拾挺

但 御榑壱挺二付米六合宛

金壱両二付三百五拾挺替

此代金五拾両ト永百六拾弐文八分六厘
一、米弐斗三升九合壱勺 御伝馬宿入用

但 金壱両二付六百挺替

高百石二付六升つつ

此代永六拾六文六分六厘
一、米五斗五升三合弐勺三分三厘 六尺詰入用

但 右同断

高百石二付五斗つつ
一、金弐分永百九拾壱文七分五厘 御蔵前入用

但 高百石二付金壱分つつ
一、永拾弐文四分 山林永
一、米三石壱斗八升四合 口米

但 取米壱石二付三升つつ
一、永三分七厘 口米

但 永壱貫文二付三拾文つつ

納合 米三石壱斗八升四合

金五拾壱両永八拾七文七分

右者去午御年貢御榑木代金井高掛り小物成金共書面之通り御勘定仕上申候若相違之儀御座候ハハ何時成共

仕直し差上可申候以上 八手村

名主 新八

飯田御役所 組頭 嘉介

同 甚左工門

同 夘右工門

惣百姓代 新六

第3に,用 材林分の保護および育成 という点で木曽などに比べ 「伊那山」は良材を残さなかっ
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たと言える。年貢や御用木としての榑木の樹種にサワラ(椹)が 指定されていたために,享 保年

中には,す でにサワラは 「尽山」となり,残 る林分はモ ミ・ッガを主体としたものになったよう

である。元来,ヒ ノキやネズコ(ク ロベ)は 少なく,天 然の更新樹種としてはサワラが優勢であ

ったと考えられる。サワラの成木の枯渇以後,「 休山」という形で回復が図られるが,結 局,木 曽

のヒノキ ・サワラ林のような林分を残すことができなかった。この原因としては,一 領主による

強圧的な支配力が貫撤 しなかったこと,あ るいは,元 和年間に 「木曽山」が尾張藩に譲渡された

結果,「伊那山」に伐採が集中したことなどい くつか考え られる。

以上の 「伊那山」の特徴について,第1の 点は信濃における幕藩体制の形成問題とかかわり,

第2の 点は,幕 藩体制下の貢納形態のあり方,と くに封建地代の具体的な現象形態のとらえ方の

問題と関係 し,さ らに第3の 点 は,森 林の成立を自然環境要因のみならず林野利用の森林への刻

印をどのようにとらえるかという森林形成の問題 と関わっている。総 じて育成林業へ転化するこ

とのなかった幕藩体制下の領主的な林業生産の展開の問題としてとらえることができる。
3)

千 村 支 配 下 の手 良 郷 は小 野村 や上 穂 村 と同 様,前 報 告 で も記 した よ うに,村 内 お よ び近 辺 に御

用木 を 産 出 す るよ うな 山 を持 たず 「御 榑 木 山 」 か らも遠 く離 れ て い るに もか か わ らず,「 榑 木 成

村 」 と して,伊 那 山経 営 の 中 に組 み込 まれ て いた 。

注1)本 稿を書 くにあた って 「伊那 山」を取扱 った研究文献 の中で,参 照 する機会を得 た ものは次の とうりで

ある。本稿全体が これ らの諸成果に依拠 している。
・平沢清人,近 世伊那資料第16巻,第17巻1957,1958 .
・ 同,語 彙ノ ー トー近世の榑木一,伊 那路,Vo16-11,1962

・ 同,「 榑木成村」の成立の ことなど,伊 那路,Vol8-11,1964

・ 同,「 受永状考」,信濃,Vol17-7,1965 .

・ 同,榑 木成村 の年貢,伊 那路,Voi10-11,1966 .
・ 同,近 世入会慣行の成 立と展開,1967,御 茶の水書房

・ 同,伊 那 の 「榑木成村」考,徳 川林政 史研究所紀要,昭 和43年 度,1969,3

・ 同,伊 那 の 「榑木奉行」「榑木山」考,同 研究所紀要,昭 和46年 度,1972,3

・所 三男,伊 那の 「両朝 日」考,信 濃,Vol15-10～12,1963

・ 同,角 倉与一 と木曽山,徳 川林政史研究所紀要,昭 和43年 度,1969,3

・ 同,採 取林業か ら育成林業への過程,同 研究所紀要,昭 和44年 度,1970,3

・ 同,伊 那 山の運上仕 出,信 濃,Vol25-91973,9

・ 同,林 業(児 玉幸多編,体 系 日本史叢書,産 業史1所 収),

・飯岡正毅,遠 州舟明における募府の榑木処分,徳 川林政 史研究所紀要,昭 和50年 度,1976,3

・宮下一郎,千 村平右衛門支配信州御林並びに高遠藩林の運 材,伊 那路,Vol18-10,1964.

・筒井泰蔵,小 野川 ・本谷 ・園原共有 山史,1961,共 有 山史刊行委員会刊

・堀口貞幸,伊 奈村落社会研究史話,1972,三 貞舎刊.

・今牧 久,近 世初期 「所 の代官」の動向(一),信 濃Vol21-11,1969

・村上 直,近 世信濃における直轄領の分布,信 濃,Vol28-7,1976

・唐 沢貞次郎,上 伊那郡 史,1921

・村沢吟治郎,赤 須上穂 旧記録鈎,1939,12

・上伊那誌編纂委員会,長 野県上伊那誌,第2巻 歴史編1965

・南信濃村村史編纂委員会,南 信 濃村史遠山,1976

2)登 内文書(伊 那市手良地区八ツ手)

3)拙 稿,上 伊那地方 におけ る林野 利用の史的研究,そ の2手 良沢山をめ ぐる 「内山」争い,京 都大学演

習林報告,No.48,1976,10.

2.榑 木 生 産 に お け る 千 村 支 配 里 方5ケ 村 の 位 置

幕藩 体 制 下 の手 良 郷 は幕 末 まで 千 村 平 右 工門 の 支 配下 に あ った 。千 村 氏 は,山 村 氏 と と もに木

曽 の豪 族 で あ り,木 曽衆 と呼 ばれ,木 曽 が 徳 川 家 の 蔵入 地 に な る とと もに,美 濃 に知 行 地 が 与 え



られ,千 村氏の本居も美濃の久 々利(現 在,岐

阜県可児郡可児町久々利)に あった。山村氏は

木曽山の代官となり,千 村氏は慶長8年(1603

年)に 幕府の伊那山木材奉行を前任の朝 日受永

死去の跡に引継 ぐ。ところが,元 和元年(1615)

には木曽山が尾張藩へ割譲 され,山 村氏は尾張

藩の役人となる。元和5年(1619)に は久々利

も尾張領となり,千 村氏も尾張藩の役人となる

が,幕 府は,伊 那の所領をそのまま千村氏 「預

地」とし,引 続いて 「伊那山」経営にあた らせ

ている。 幕府は 「伊那山」 の主な森林地帯 を

「御榑木山」 とし,そ こから木材の伐出を行な

う体制をつくっている。用材は,一 般に丸太や

板角材とともに,と くに榑木の形で出されたも

のが多い。本年貢 としての 「年貢榑木」をはじ

め,小 物成 としての 「役榑」,領 主の要請で出

される 「御用榑木」(「買榑木」)が あり,さ ら

に,都 市商人や在地商人による仕出があった。

これ らの榑木は,天 竜川支流の山か ら出され,

天竜川本流との合流点に設けられた 「渡場」に

集められ(「 渡入」),さ らに舟明村に千村氏の

出張所があり,そ こまで管流 し(享 保年間か ら

は筏流し)で 送 られ,舟 明に集積され,そ の後,

遠州掛塚まで筏流 しで送 られ,そ こか ら江戸な

どへ送 られた。年貢の榑木は,享 保以前は舟明で勘定決済されるため,舟 明までの運送費用は村

方負担であった。割木の一種である榑木は,生 産面か ら見れば,木 取が単純で山中での造材が簡

単であり,土 場出しも,丸 太や杣角の大材では,技 術を要 したが,榑 木ならば肩にもかついで

出せたのである(図1参 照)。流通面から見れば,規 格 ・品質を量的にまとめやす く,船 積みなど

の遠距離輸送に有利であった。また需要面か ら見れば,長 尺 ものならば,建 築用材に,短 尺であ

れば屋根板材,曲 木,桶 材にと用途が広い。このような点で年貢 として恒常的な産出を期待され

たと考えられる。今,「 御榑木山」のサワラが切り尽された状態(「 尽山」)に なる前(享 保期以

前)の 榑木生産について,と くに,本 年貢としての榑木の生産に千村支配の里方,山 方の村々が

どのように関りあっているかを概念的に示すと図2の ようになる。千村領か らの年貢はいったん

代官所に送 られ,そ れが扶持米 として山中へ送 られる。山方は 「御榑木山」へ入山し,領 主か ら

の扶持米 と里方からの夫食米とによる,里 方の年貢の分をも含めて榑木を造材 し,里 方は,舟 明

までの運材の人足(小 谷狩 り,川 狩 り人足)や,渡 場での積み人足を提供するという関係にあっ

たと考えられる。すなわち,里 方はあくまで山仕事そのものの技術は持たず,も っぱ ら山中での

夫食米提供を主な仕事 としていた(ゆ)。

信濃の天領経営が木材生産と密接に関連 しており,用 材の産出で きる山を持たない村にも,夫

役を提供 させていたことは 「伊那山」ばかりではない。しかし,そ の多 くは後に小物成の中に組

み込まれ,代 納化され本年貢を も含めて石代納の形に整理されている。

「伊那山」の増合は,e榑 木代納aと いう形が明治の地租改正まで残った。
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注1)以 上の理解は,と くに所三男,林 業(大 系日本史叢書,産 業史II)に 負っている。

3.手 良郷 に お ける 「榑木 成村」 の 形成

上記のような榑木生産の構造の中に手良郷をはじあ里方5ヶ 村がいつ頃か らどのような経緯で

組み込まれたかについては,未 だ明確ではない。貢納単位 として編成された幕藩体制下の村の支

配を見る上で,年 貢の決済書である勘定目録は,一 つの重要な資料であるが,「 信濃史料」 に載
v

せられている元和6年(1624),7年(1621)お よび9年(1623)の 野口村の勘定目録は米(籾)

成で金納化されており,榑 木換算あるいは山方への夫食米については記載がない。また,上 伊那

誌歴史編にある天和3年(1683)の 勘定目録の整理表をみると,こ の時期の勘定目録には,山 方

への夫食米と,人 足代についての項目の記載がある。八ッ手村の享保12年(1727)の 勘定目録は

次のとうりであり,こ れは天和年間めものと同様であって,榑 木換算については触れ るところが

ない。

2)
未御年貢御勘定目録

一、米六石三斗六升 彦沢源蔵殿御手形

代金三両 御直段両弐石弐斗壱升つつ
一、米拾四石八斗四升 桑原覚右衛門様手形

代金七両 御直段右同料
一、米八合四斗八升 市岡源六殿御手形二通

代金四両 御直段右同断
一、米六石三斗六升

代金三両
一、米拾壱石六斗六升 桑原覚右衛門様御手形

代金五両弐分 御直段右同断
一、米七斗 御榑木川下シ之節人足御扶持方

百四十人分但シ壱人一日二五合つつ
一、米拾石四斗 御榑木御用之節山中二て御扶持方
一、米八升 御役人様度之御扶持方
一、米三拾石弐斗六升七合只今差上申候。

代金拾四両壱分ト御値段右同断

百三拾五文

払〆八拾九石五斗七合

右者去ル未之御物成如規御勘定仕上申候若し相違之儀御座候ハハ何時成共仕直し差上可申候以上

八ッ手 庄屋

新八

同村 組頭

享保十三年申三月日 新六

同断

御代官様 利兵衛

さらに,安 永元年(1772)の 勘定目録は次のようなものであり,こ れには榑木換算が明記され

ている。
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(安永元年)3)
辰御年貢御勘定目録

米八拾七石八斗九升壱合弐尺 八ッ手村

内

米六拾六石六升七合五勺 村中三トニ

此中御口木壱万千拾壱挺弐分五厘

但シ 御榑木壱挺二付米六合つつ

此代金拾八両壱分永百弐文八厘

米弐拾壱石八斗弐升三合七勺

此代金拾弐両弐分永八拾七文四分七厘

〆米八拾七石八斗九升壱合弐勺

此代金三拾両三分永百八拾九文五分五厘

右ハ去辰年御物成之内御榑木成米代金井二御掛米代金書面之通リ三御座候若相違之儀御座候ハハ何時成共仕

直シ差上可申候以上

安永二巳三月

他の年度の勘定目録を広く集めなければ確定はできないが,記 載内容(と くに,夫 食米と榑木

換算)の 変化は明白である。勘定目録のみを見れば,手 良郷において 「榑木成村」の年貢勘定が

成立するのは,少 な くとも享保13年 と安永元年 との間,江 戸中期以後になる。しかし,勘 定目録

以外の資料では,江 戸初期にまでさかのぼる。寛永18年(1641)に 千村平右工門が勘定所へ出し

た 「信州下伊奈御蔵入の内書上げ」によれば,里(り)方5ケ村について,「 但右五ケ村 も其物成を以

御榑木を調御勘定仕申上候」とあり,手 良郷について,「 米成之村二て御座候へ共榑木 ヲ調御勘

定仕候」とあって,役 榑木や御用榑木ではない 「榑木成村」としての年貢勘定を示唆するかの如

き表現になっている。

故平沢清人氏は,「榑木成村」についての諸研究の中で,所 三男氏が 「榑木成村」 の成立を慶

長年間にまでさかのぼらせているのに対 し,寛 文年間説をとっている。所氏の慶長年間説(ゆ)による

と,江 戸時代初頭の伐採による良材の奥地化に伴い,村 々の間に榑木造材 ・搬出について立地的

な較差が拡大 し,山 付 きの飯米に乏 しい村は,立 地的に榑木生産に不利な里山の米作地帯の村の

分をも飯米 とひきかえに請負 うようになり,ま た里方は次第に米納,金 納化せざるを得なかった

として,こ のような経済状態を背景に朝日受永が天領代官として来伊 した慶長6年(1601)頃 に

榑木納の旧制を望む村を中心に 「榑木成村」 と名付けて残したと推論する。さらに,元 禄12年

(1699)の 上伊那箕輪領5ケ 村(松 下 ・木下 ・久保 ・三日町 ・下寺)か らの榑木納取り下げ願(ゆ)い

の文面から,や はり慶長6年 に,飯 田藩(当 時小笠原氏)が 箕輪領を検地 した際に榑木納入を申

付けた時点で 「榑木成村」が私領で成立 したとしている。

この説に対 し,寛 文説は,役 榑や御用榑と 「榑木成村」の年貢 とを峻別 し,上 記の元禄12年 の

文面は,役 榑であって後の 「榑木成村Jの 年貢形態とは異なると指摘し,幕 藩体制の変遷の中で,

初期の種々の現物納が整理され,「御榑木山」経営のために,天 領を中心に 「榑木成村」 が編制

されたとしている。平沢説では年貢勘定の整備が寛文の天領検地あたりと見ていること,お よび,

伊那における支配関係について,寛 文12年(1672)の 飯田藩(当 時脇坂氏5万 石)の 移動と堀氏

(2万 石)へ の交代の結果,3万 石が幕府直轄領,あ るいは預地に編入 され,「 榑木成村」 がこ

の天領の村々に割付けられたこと,ま たこの天領で後に私領に変化した村で名目上 「榑木成村」

が残ることを指摘 している。

ここでは,幕 府の伊那山経営の変遷という社会経済的な背景の問題と,具 体的な年貢勘定の問
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題とが錯綜 している。また,同 じ 「榑木成村」でも鹿塩や大河原などの 「御榑木山」地元の村 と,

手良郷や箕輪領5ケ 村など,里 山ないし,平 場に近い米作地帯 とでは,事 情が異なる。慶長～元

禄期の村方資料が不足 しており,推 論の域を出ないが,本 稿の段階では,里 方に注目しながら,

榑木成村の成立を次のように考えておきたい。

まず,代 官朝 日受永および:千村平右工門による 「伊那山」経営の中で,木 材生産体制が確立 し

て,体 制を担 う村としての 「榑木成村」が成立することと,「 榑木成村」 に独自な貢納形態が成

立することと一応分けて考えてみたい。前項の図1に 示 したような,榑 木生産の流れが成立 し,

幕府が掌握するのは,や はり,木 材の伐出量がもっとも多かった慶長年間であろう。問題は 赴榑

木代111aと でも呼べる 「榑木成村」に独自な貢納形態がいつ頃成立 したと見るかである。榑木納

が山方において金納化する享保年間までは,少 なくとも千村領においては,基 本的な榑木生産の

体制に変化がなかったと考え られる。この段階で取米の榑木勘定は,幕 府と山方6ケ 村にとって

本年貢 として生産する榑木の総数を規定するものであり,重 要であるが,里 方にとっては,米 納

であるかぎり,あ くまで取米の決定が先行するため取米の榑木換算は必ず しも年貢勘定上必要 と

しない。すなわち,年 貢高の決定には関係がないことになる。関係ができるのは,金 納の場合で

あり,基 準となる市場米価か ら直接金額を算定するのか,そ れとも,榑 木を出しているかの如 く

に,榑 木の価格を決定要因の中に入れるのかによって,計 算方法か らして異なって来 る。

元和年間か ら金納であったとすれば,里 方5ケ 村にとっては,取 米か らどのように納入金額を

算定するのかが問題となる。この方法が勘定 目録に記載されて しかるべきものだとすれば,石 代

納に比すべき 疑榑木代納、という独自な年貢の納入形態は,享 保12年 から安永元年までの期間に

成立 したことになってしまう。 しかし,宝 暦5年(1755)に 里方5ケ 村が:F村 代官へ出した書付(わ)

には,延 享2年(1745)以 前は,中 榑木1挺 につき米6合,金1両 二付350挺 替,米 の値段1両

につき2石1斗 の 「定値段」で納めていたと書いている。前記,寛 永18年(1641)の 「米成之村

二て御座候へ共御榑木 ヲ調御勘定仕候」がこの 「定値段」と同 じ勘定の仕方で行なわれたとし,

また,享 保12年 の金1両2石1斗 替をこの 「定値段」 とすれば,千 村支配の初期から里方5ケ 村

の年貢勘定は,疑榑木代納aで あったと言える。もしそうであれば,元 和,天 和,享 保などの勘

定目録に榑木 についての記載のないのは単なる記載形式の問題となる。

今,視 点を変えて,年 貢率の高低とその変化に着目してみたい。

八手村の享保12年 の勘定 目録では,取 米が89石5斗7合,当 時の八手村の石高は340石2斗9升

9合 であり,課 税率(免)は26.3%(2ッ6分3厘)程 度,米 の値段は,金1両 あた り2石1斗

2升 替である。これを元和3年(1683)度 と比較すると,免 で3%(3分)上 昇,米 値段では1

両当り3斗2升 の高値 となっている。次に,安 永元年を見ると,免 は25.8%(2ッ5分8厘)取

米の3分 の2(実 際の計算上は多少異なる)を 榑木換算 し,残 り3分 の1は 「米成」の計算であ

る。取米の榑木換算の方は中榑木1挺 に付米6合 で行ない,金1両 当りでは600挺 替,結 局米の

値段は,金1両 あたり3石6斗 替,「 米成」の方は,1両 に付1石7斗 替程度の計算になり,「榑

成」と 「米成」との較差は大 きい。両者をあわせた合計値で見 ると,2石8斗 替程度になる。当

時の伊那の石成相場(ゆ)は,元禄期は1両 に付1石 程度,享 保12年 の前後は,2石1～2斗,安 永元

年前後は1石7斗 であった。天和(2石4斗4升 替)を 元禄の相場 と比較すると半額以下であり,

享保の勘定と安永の 「米成」分の勘定とは相場水準である。さらに天保5年 の勘定をここで再見

すれば,平 均の免は26.4%,勘 定は米3石 何某かの他はすべて 「榑成」計算で,米 値段は1両 に

つき,2石1斗 替であった。天保5年 当時の石成相場は,1石 ～7斗 あたりであり,2石1斗 替

はやはり半額以下であると言える。

「榑成」が 「米成」 と同一水準であなば,「米成」の村を凝制的に 「榑成」 としたにすぎなく
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な り,実 質 的 に石 代 納 と変 わ りが な い こ とに な る。 しか し八 手 村 の 安永 年 間以 後 の勘 定 目録 に見

る よ うに 「榑 成 」 と 「米 成 」 とで納 め る金 高 に大 きな較 差 を 生 じて お り,し か も有 利 な 「榑 成 」

に一 本 化 して 行 く。 この こ とか ら,石 代 納 に比 べ 独 自なc榑 木 代 納aの 完成 は安 永 期 以 後 に な り,

そ の成 立 の端 緒 は,山 方 が 「米 成 」 よ りか な り低 い年 貢 率 で金 納 化 し始 め る享 保 期 に あ る と考 え

る。

注1)「 信濃史料」第24巻 および第30巻 所収

2)登 内家文書

3)登 内家文書

4)信 濃史料 第28巻 所収

5)所 三男,伊 那の 「両朝 日考」,参照

6)所 氏の引用部分は次のとうり。

「先年,小 笠原兵部少輔様,信 州伊那那箕輪領御検地之節,御 榑木二十九 ケ村 に被仰付,例 年差上候,
(寛永19)

其後,脇 坂淡 路守様御代に罷成,榑 木切尽 し申候 二付,五 十八年 以前,御 訴訟申上候,代 米被仰付,

上納仕候事」

7)本 稿 「4.享 保期以後の榑木成村」 に原文 を載せてあ る。

8)平 沢清人の調査による(千 代村太 田家所蔵 「平均御相場控」)。ただ し,数 値 は,「野底山史」(下 伊那郡

上郷村)お よび平沢,伊 那 の 「榑木成村」考,よ りひろった。

4.享 保 期 以 後 の 「榑 木 成 村 」

享 保 期 に伊那 の 「御 榑木 山」 が 「尽 山 」 状 態 にな った こ とに つ い て,「 小 川 実 記(い)」は次 の よ う

に伝 え て い る。

一、正徳享保年 中,高 野太郎 兵衛様(是 は飯島御代官)御 榑木御売と して数万挺宛被仰付依之双方御榑木山

尽山に相成候,此 故に御榑木割立候 事難成無是非享保十八年村 々打寄遂相談飯田御役所へ金納御願差出

候(以 下略)

す な わ ち,飯 嶋 代 官 所 の売 木 用 の 伐 採 を 最 後 に,「 尽 山 」 とな り,享 保18年(1733)に 村方 よ り

金納 を願 い 出て い る。 また,享 保10年(1725)の 小 池 七 太 郎 文 書(の)は,榑木 寸 法 が,古 来 は三 方 四

寸五 分 腹 三 寸 で あ った もの が,サ ワ ラ木 の 減少 か ら三 方 三 寸 腹 二 寸 にな った こ とに よ りそ の 歩減

分 の代 米 を 申 し渡 され 困 窮 して い る事 情 を述 べて い るが,そ の 中 で 「尽 山 」状 態 を 次 の よ うに説

明 して い る。

(前略)古 来 は居村近辺 にて割立椹木 も沢山 に有之,杣 取出方 共に近 山故稼取に仕事 は勝手に逢 申候所

に段 々尽山に罷成候て深山へ入込候て根返 り株返 し等堀 出し候 に付,其 日之飯米に逢兼 申事場合によ り歩

五 日十 日懸 り候て も見出 し不 申様 も有之候,場 仕合に5山 入仕候 日6杣 取割懸 り候者 も御座候 得共,左 様

之事 は只今之尽山 にては無御座山内当夏御見分被遊通 り御座候(後 略)

伐 採地 が 奥 地化 す る と とも に,適 当 な サ ワ ラを 見 出 す の に手 数 が かか り,根 返 しや 株 返 しの もの

ま で利 用 して お り,採 算 に合 わ な くな って 来 た 事 を 言 って い る。 「小 川 実 記 」 は享 保18年 の 金 納

願 い の結 果,享 保20年(1734)か ら10ケ 年 の 「休 山 」 と い う こ とで 金1両 に付 米6合,中 榑 木

800挺 替 で物 成 の 半 分 は金 納,半 分 は米 納 とな っ た こ とを 記 して い る。 しか し,こ れ は,山 方6

ケ村 の こ とで,里 方5ケ 村 は まだ 勘 定 が 異 な って い た の で は な いか と思 わ れ る。
3>

享保20年(1735)に 里方5ケ 村より千村代官へ出した書付の覚が残 っている。

御榑木難割立当夘ノ年6子 ノ年迄拾ケ年之間休之儀御榑割之村々6御 願申上候二付委細御尋之越奉承
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知差上候書付之覚

一、信州伊奈郡上穂村中坪村野口村八手村小野村右五ケ村往古6御 榑納之村々二而年々御榑木御上納仕来候

所数年百姓相続仕難有奉存候然所御榑木難割立拾ケ年之休此度御榑割村々6奉 願上候二付存寄者無之哉

と段々被仰聞候へ共五ケ村之儀者縦榑木相休候而茂唯今迄之通リニ御座候へ者村方相続仕候二付百姓存

寄少も無御座候間御願申上候儀御座候依之書付差上申候 以上

享保廿年夘関三肝 叩1(5ケ 村名主組頭百姓代連印)

この文書では山方(「榑割の村」」)に よる榑木年貢の10ケ 年休みの願いについて,里 方(「 榑納

之村」」)と して山方が造材を休んだとしても,自 分達の村にとっては従来通 りであれば何も変

りなくやって行けるという言い方を している。この間の事情を直接に知 り得る資料がないので,
a>

次 に 宝暦5年(1755)に 里 方5ケ 村 が差 出 した書 付 を 見 て み た い 。享 保20年(1735)か ら10ケ 年

過 ぎた 後,延 享2年(1745)か ら勘 定 方 法 の 「切 替 」 が行 な われ,宝 暦4年(1754)ま で の10ケ

年 は,榑 木 納 に戻 る。 しか し,榑 木 を1ケ 年 に3万 挺 ず つ 出 し,残 りは,中 榑 木70挺 に対 し,2

間1尺 角 廻 しの一 般 材 で 代 納(「 代 材 木 」)す る こ とに な る 。 こ の書 付 け は,延 享2年 の 切替 の 年

季 が 明 け る時 点 で それ まで の里 方 の 「榑 木 成 」 の経 過 と,当 時 の千 村 領11ケ 村 の 年貢 払 方 の実 情

を記 述 して い る ので 重 要 で あ る。

一、御年貢納方之儀 御預所一同二御榑木 二・て御年貢相済申候御榑木之儀 ハ山方村二て割出 し手良郷上穂村小

野村米納を以 山中夫食代米といた し御榑木成村方二御座候

一、御榑木之儀 中榑木壱挺 二付米六合づっ金壱 両二付三百五拾挺替米 ハ壱 両二付弐石壱斗替定直段也右之通

り納来 り申候

一
、近年迄御榑木川下 シ節ハ人足鹿塩大河原へ参河下シ相 勤申候其後天龍川筏下シニ罷成候て 葛嶋渡場揚迄

人足相勤 申候所近年つ き山二罷成御榑木無 御座候二付榑木御代材木御願相済
(宝暦4年)

一、延享二丑年 よ り戌年迄拾ケ年之間御榑木代材木二て御年貢相納申候此年御年貢切替二付 山方村 より相願
(宝暦5年)

候ハ近年つ き山罷成御榑木ハ勿 論御材木共 二無御座候二付御榑木御 材木共二 当分難割出御座候 二付当亥
(宝暦14年)年

6申 年 迄拾 ケ年間相休候様 二御願上御聞届之上休候様 二被仰付候依之此互榑 木代 金納二 相成候上ハ御

榑木御直段之儀金壱 両に付御榑五百挺 替御願 申上相済 申候

一、手良郷上穂村小野村此 節御直段御訴訟申上 山方同様 二相成 申候

一
、右五ケ村之儀ハ前々よ り米納 二て御座候処元禄年 中御 訴訟 申上金納 二御座候所 右之通 り御願 申上山方同

様二相成 申候

一、村 々納方之儀

鹿塩村大河原村清内路村三ケ村,皆 榑納五百挺替也大河原ハ前々より五分榑納五分ハ 米納二て御座候処

此度米納五分ノ 内三分 と二分ハ榑納三分米納此村御榑所御扶持米 出ル

ー、南山かか須村ハ五分榑納五分米納之 内六分榑 納四分米納

一、八手村野 口村中坪 村三ケ村ハ三分の二御榑納三分の一米納也右三 ケ村 より山方夫食米出ル

ー、小野村上穂村ハ六分榑納 四分米納也此弐ケ村ハ山中扶持米遠路故口 出口口口小野村ハ 〔コロロ御座候 二付

前 々よ り御直段手良郷 より壱 表高二御座候故右訳 申上手良郷ハ三分一小野村上穂村四分米納也

(後 略)

第1項,第2項 につ いて はす で に述 べ た 。 第4項 と第5項 を み る と,里 方 が 山 方 の 年 貢勘 定 に

合 わ せ た の は宝 暦5年(1755)の 切 替 か らとな る。 ま た この文 書 の後 尾 に は,宝 暦4年(1754)

3月 に里 方 が 出 した願 書 が あ り,そ こで は 「石 代 直段 」 で の勘 定 を 申 し付 け られ た の に対 し,2

石1斗 替 の 「定直 段」 に よ る 「御 榑 成 御 直 段 」 を願 って お り,享 保12年 の勘 定 目録 の 水 準 を踏 襲

して い る。



この宝暦年間の文書と前掲の享保20年3月 の文書 とか ら①宝暦5年 の切替まで,里 方は1両 に

つき2石1斗 替の 「定直投」で勘定されていたこと,② 里方は,石 代納の水準に比べての榑成の

「定直段」をより有利なものと考えて守ろうとしていること,③ 幕府は,山 方の金納化の中で,

里方を石代納にすることを考えていたようであること,な どを考えることができる。 しかし,結

果は,里 方は,「山方六ケ村同様に」ということで落着 くのである。このe榑 木代納aの 米値段

は,以 後,1両 につき600挺 替(3石6斗 替)→460挺 替(2石7斗6升 替)→400挺 替(2石4

斗替)→350挺 替(2石1斗 替)と 変遷をたどり,値 上 っていくが,石(ゆ)成相場よりも,常 に半額

近 く低 く,払 方も次第に榑成一本に金納化 し,整 理され,八 手村の天保5年 のような形になる。

以上のことから,享 保年間における山方の現物納から金納への転換は,あ くまでサワラをは じ

め諸木の更新を待つ 「休山」という 「伊那山」支配の形態の中でとらえる必要があるように思わ

れる。すなわち,金 納化を,あ くまで石代納ではなく,c榑 木代納aで 行なった領主支配の立場

における意味は,こ の 「休山」の継続期間ということにあったと考えたい。他方,山 方の金納化

の進行が石代納への転化を意味せず,将 来における年貢榑末の再開に備える意味での疑榑木代納、

であり,し かも,2石1斗 の 「定直段」よりも低い値段勘定が付けられる傾向を見て,里 方は,

従来の 「定直段」への固執をやめて,む しろ,山 方同様の方向を望んだと考えることができる。

享保年間以後,榑 木年貢の再生産構造の枠組みだけ残る申で,は じめて,伊 那の 「榑木成村」の

独自性が出て来るのであり,八 手村の天保5年 の勘定 目録(野 口村の文化2年(1805)の 目録あ

るいは中坪村の安政6年(1859)の 目録など同一である)が,そ の独自性の表現である。

注1)平 沢清人編著,近 世伊那資料 第16巻所収
2)同 編著,近 世伊那資料,第17巻 所収
3)登 内家文書

4)登 内家文書
5)こ の過程についてはとくに,平 沢,伊 那の 「榑木成村」考を参照されたい。

お わ り に

論証過程が不備なままに終 り,夫 食米の問題にも触れることができなかった。他 日を期 したい。

伊那市八手の登内利子氏宅には,故 登内才助翁が収集整理された村方資料が数多く保存されてい

る。本稿の資料はこのr才 助文書aに 依った。

末尾なが ら,資 料を提供 していただいた登内利子氏ならびに調査を援助 していただいた信州大

学農学部森林経理学研究室の諸氏に深く感謝の意を表したい。

Résumé

1. We find three distinctive foeatures in the frestry of Inayama governed by Shogunate. 
 1) At  Ina region Shogunate domains were mixed with the domains of feudal lords. 

 2) The rent system of the district was singular. In the rent system of this kind, the 

   quantity of payment in rice was first determined. Then it was converted into lumber 
   chops and they calculated it in terms of money, and finally it was paid in money. 

 3) The forest was overcut  in the district much more than in Kisoyama. It was not 
   controlled so as to reproduce itself. 

2. Chimura domain was located in the center of Inayama. The system was specialized 
   that some villages were responsible for forestry task and others offered livelyhood. 

 3. We can see some epoche periods through Edo era. The special change occurred in 
   Kyoho era when lumber chops production stopped and the rent became to be paid in 
    money.


